
1

平成25年12月５日

木　曜　日

第 2545 号　平成 25 年 12 月５日（木曜日）

第 25 4 5 号

目　　　　次

告　　　　　示

◉救急医療協力診療所の指定取消し（医療対策課）･･････････････････････････････････････････････････１

◉指定障害児通所支援事業者の指定（３件）（障害福祉課）･･･････････････････････････････････････････２

◉障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者

　の指定（２件）（障害福祉課）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････２

◉障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業の

　変更（障害福祉課）････････････････････････････････････････････････････････････････････････････３

◉障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援医療機関（育成

　医療）の指定更新（障害福祉課）････････････････････････････････････････････････････････････････３

◉道路の区域の変更（５件）（道路維持課）･････････････････････････････････････････････････････････３

◉道路の供用の開始（３件）（道路維持課）･････････････････････････････････････････････････････････６

◉土地改良区役員の就退任（農林事務所）･･････････････････････････････････････････････････････････７

◉土地改良区役員の退任（農林事務所）････････････････････････････････････････････････････････････７

（選挙管理委員会）

◉選挙管理委員会第12回定例会の招集･････････････････････････････････････････････････････････････７

公　　　　　告

◉特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告（生活文化課）･･････････････････････････････････８

◉特定非営利活動法人の定款変更認証申請に関する公告（２件）（生活文化課）･････････････････････････８

◉開発行為の工事完了（建築指導課）･･････････････････････････････････････････････････････････････10

◉道路の位置の指定（建築指導課）････････････････････････････････････････････････････････････････10

◉入札公告（事業推進課）････････････････････････････････････････････････････････････････････････10

告　　　　　示

茨城県告示第1310号

　次の救急医療協力診療所について，茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則（昭和52年茨城県規則第11号）

第４条第１項第１号の規定による申出の撤回があったので，同条第２項において準用する第３条第２項の規定により

告示する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

　ページ
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名　称 所　在　地

三浦胃腸科外科医院 東茨城郡茨城町長岡1765

茨城県告示第1311号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３の規定に基づき，次のとおり指定したので，同法第21条の５

の24の規定により告示する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 主たる事務所の
所　　在　　地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0850100363 ケアーズみとき
っず

水戸市見川２丁目
81番11号

株式会社　プロ
シード

水戸市小吹町2545
番地･

平成25年
12月１日

放課後等デイ
サービス

茨城県告示第1312号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３の規定に基づき，次のとおり指定したので，同法第21条の５

の24の規定により告示する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 主たる事務所の
所　　在　　地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0851500041 にこにこ 北茨城市大津町
2213番地の２

合同会社　にこ
にこ北茨城

北茨城市大津町
2213番地の２

平成25年
12月１日

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

茨城県告示第1313号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３の規定に基づき，次のとおり指定したので，同法第21条の５

の24の規定により告示する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 主たる事務所の
所　　在　　地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0852000181
療育的な運動支
援と学習サポー
トを提供するこ
どもプラス

つくば市吾妻３丁
目７番15号パレス
柴原101号

こどもプラス株
式会社

つくば市東平塚
635番地２　ハイ
ツオシサカ102号

平成25年
12月１日

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

茨城県告示第1314号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に基

づき，次のとおり指定したので，同法第51条第１号の規定により告示する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌
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事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 主たる事務所の
所　　在　　地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0810101626 生活介護支援施
設いずみ

水戸市泉町２－４
－21

社会福祉法人梅
寿会

神栖市日川字石塚
4112番

平成25年
12月１日 生活介護

茨城県告示第1315号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に基

づき，次のとおり指定したので，同法第51条第１号の規定により告示する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 主たる事務所の
所　　在　　地

指　定
年月日

サービス
の 種 類

0810300483 多機能型事業所
きぼう

土浦市若松町46－
３

特定非営利活動
法人みんなの家

つくば市二の宮４
丁目８番地１ガー
デンコート筑波
1305号

平成26年
１月１日

生活介護
自立訓練（生
活訓練）

茨城県告示第1316号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第１項に規定する

変更の届出があったので，同法第51条第２号の規定により告示する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業所の名称 サービスの種類
変更の内容

変更事項 変更前 変更後 変更年月日

0810200337 ひたち育成会
鮎川福祉作業所 就労継続支援Ｂ型 従たる事業

所
日立市末広町２
丁目８番15号

日立市千石町２
丁目14番５号

平成25年
11月１日

茨城県告示第1317号

　次の医療機関等について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）

第60条第１項の規定に基づき，指定自立支援医療機関（育成医療）の指定更新をしたので告示する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

名称 所在地 担 当 す る
医療の種類

主として担当する
医師の氏名　　　

指定更新
年 月 日

一般財団法人茨城県メディ
カルセンター 水戸市笠原町489－４ 耳鼻咽喉科 新　井　　　峻 平成25年

12月１日

茨城県告示第1318号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成25年12月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成25年12月５日
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茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　那珂湊大洗線

３　道路の区域

区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　長 摘　要
メートル メートル

東茨城郡大洗町磯浜町8128番地先から

東茨城郡大洗町磯浜町8231番５地先まで
旧A　

最大･ 28.7

最小･ 6.0
1,622

東茨城郡大洗町磯浜町8128番地先から

東茨城郡大洗町磯浜町8231番５地先まで

東茨城郡大洗町磯浜町8128番地先から

東茨城郡大洗町桜道44番地先まで

A

新　　

B

最大･ 28.7

最小･ 6.0

最大･ 35.2

最小･ 10.3

1,622

4,803

区 域 追 加

茨城県告示第1319号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成25年12月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　水戸神栖線

３　道路の区域

区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　長 摘　要
メートル メートル

水戸市常磐町字鈴坂6216番３から

水戸市2539番１地先まで
旧

最大･ 62.6

最小･ 9.9
560

新
最大･ 161.0

最小･ 14.0
560 現 道 拡 幅

茨城県告示第1320号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成25年12月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　土浦坂東線

３　道路の区域
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区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　長 摘　要
メートル メートル

つくば市下河原崎字砂久保303番１地先から

つくば市下河原崎字砂久保303番１地先まで
旧A　

最大･ 8.0

最小･ 8.0
110

A

新　　

B

最大･ 8.0

最小･ 8.0

最大･ 8.0

最小･ 8.0

110

98

迂 回 路 設 置

茨城県告示第1321号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成25年12月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　354号

３　道路の区域

区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　長 摘　要
メートル メートル

坂東市大字寺久字天神東489番６から

坂東市大字寺久字勝負丁631番５まで
旧

最大･ 26.1

最小･ 15.4
186

新
最大･ 30.3

最小･ 15.4
186 交 差 点 改 良

茨城県告示第1322号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成25年12月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　若境線

３　道路の区域
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区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　長 摘　要
メートル メートル

境町大字上小橋字長五郎分174番１地先から

境町字田通477番１地先まで

境町字田通468番５地先から

境町字仲町東側1539番１地先まで

境町大字上小橋字長五郎分242番２地先から

境町119番２地先まで

A

旧B　

C

最大･ 5.5

最小･ 5.0

最大･ 6.0

最小･ 4.5

最大･ 44.0

最小･ 17.0

737･

656･

527･

境町大字上小橋字長五郎分175番１地先から

境町119番２地先まで
新C　

最大･ 44.0

最小･ 15.0
･560･

旧 道 移 管
及び区域追加

茨城県告示第1323号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成25年12月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　一般国道　245号

２　供用開始の区間　　ひたちなか市田中後7673番２地先から

　　　　　　　　　　　ひたちなか市獅子前9332番１地先まで

３　供用開始の期日　　平成25年12月10日

茨城県告示第1324号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成25年12月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　茨城鹿島線

２　供用開始の区間　　鉾田市鳥栖2177番２から

　　　　　　　　　　　鉾田市鳥栖2176番３地先まで

３　供用開始の期日　　平成25年12月５日

茨城県告示第1325号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成25年12月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成25年12月５日
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茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　高崎坂東線

２　供用開始の区間　　常総市国生字坊山1500番３地先から

　　　　　　　　　　　常総市杉山字西1744番１地先まで

３　供用開始の期日　　平成25年12月25日

茨城県告示第1326号

　猿島郡境町大字大歩85番地に事務所を置く境東部土地改良区から次のとおり役員が就退任した旨，土地改良法（昭

和24年法律第195号）第18条第16項の規定により届出があったので，同条第17項の規定により公告する。

　　　平成25年12月５日

茨城県県西農林事務所長　 　 羽 　 部 　 順 　 行

１　退　任

職　名 ･氏　　　　名 住　　　　　　　　所

理　　事 ･飯　田　啓　一 猿島郡境町大字蛇池521番地

２　就　任

職　名 ･氏　　　　名 住　　　　　　　　所

理　　事 飯　田　　　正 猿島郡境町大字蛇池528番地

茨城県告示第1327号

　下妻市北大宝219番地８に事務所を置く霞ヶ浦用水土地改良区から次のとおり役員が退任した旨，土地改良法（昭

和24年法律第195号）第18条第16項の規定により届出があったので，同条第17項の規定により公告する。

　　　平成25年12月５日

茨城県県西農林事務所長　　羽 　 部 　 順 　 行

　退任

職　名 ･氏　　　　名 住　　　　　　　　所

理　　事 久保田　健一郎 石岡市村上487番地

（選挙管理委員会）

茨城県選挙管理委員会告示第124号

　平成25年第12回定例会を次のとおり招集する。

　　　平成25年12月５日

茨城県選挙管理委員会委員長　 大 　 津 　 晴 　 也

１　日　時

　　平成25年12月12日（木）午後１時30分

２　場　所

　　水戸市笠原町978番６

　　茨城県庁選挙管理委員室
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３　議　題

　⑴　平成26年第２回定例会の日程等について

　⑵　市町村選挙の結果について

　⑶　政治団体の設立届出等の状況について

　⑷　その他

公　　　　　告

◉特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき，特定非営利活動法人の設立の認証申

請について，次のとおり申請があったので，同条第２項の規定により公告する。

　なお，当該申請に係る同条第１項第１号，第２号イ，第５号，第７号及び第８号に掲げる書類は，平成26年１月26

日まで，茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室（水戸市三の丸１丁目５番38号　茨城県三の丸庁舎）において

公衆の縦覧に供する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　申請のあった年月日

　　平成25年11月26日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称

　　特定非営利活動法人　歯ぐくみ

３　代表者の氏名

　　今村　由紀

４　主たる事務所の所在地

　　茨城県つくば市千現１丁目14番地31

５　定款に記載された目的

　･　この法人は，育児・保育を担う人々や子どもを中心に広く一般市民に対して，子どもの健全育成における歯や口

の重要性を普及啓発するため，子どもの口腔保健に関する調査・研究開発などの情報収集事業，ホームページ・講

演会・セミナー・イベントなどの情報提供事業及び口腔保健に携わる専門職のための研修事業を行い，子どもの歯

と口を通した健全育成に寄与することを目的とする。

◉特定非営利活動法人の定款変更認証申請に関する公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき，特定非営利活動法人の定款変更認証

申請について，次のとおり申請があったので，同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定により公告す

る。

　なお，当該定款変更認証申請に係る同項に規定する書類は，平成26年１月26日まで，茨城県生活環境部生活文化課

県民運動推進室（水戸市三の丸１丁目５番38号　茨城県三の丸庁舎）において公衆の縦覧に供する。

　　　平成25年12月５日
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茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　申請のあった年月日

　　平成25年11月26日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称

　　特定非営利活動法人　朋秀会

　　（設立認証：平成16年10月27日，設立：平成16年11月10日）

３　代表者の氏名

　　篠田　朋美

４　主たる事務所の所在地

　　茨城県水戸市開江町字後原1988番地１

５　定款に記載された目的

　･　この法人は，不特定かつ多数の精神障害者及び知的障害者に対して，障害者自立支援法に基づく障害福祉サービ

ス事業を行い，家庭環境，住宅事情等の理由により住宅の確保が困難な人々に対し生活の場を与え健康管理等に配

慮した環境の下での生活支援を進め，もって自立促進，社会復帰に寄与することを目的とする。

◉特定非営利活動法人の定款変更認証申請に関する公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき，特定非営利活動法人の定款変更認証

申請について，次のとおり申請があったので，同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定により公告す

る。

　なお，当該定款変更認証申請に係る同項に規定する書類は，平成26年１月28日まで，茨城県生活環境部生活文化課

県民運動推進室（水戸市三の丸１丁目５番38号　茨城県三の丸庁舎）において公衆の縦覧に供する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　申請のあった年月日

　　平成25年11月28日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称

　　特定非営利活動法人　健康支援サービスいばらき

　　（設立認証：平成22年１月６日，設立：平成22年２月15日）

３　代表者の氏名

　　佐藤　房夫

４　主たる事務所の所在地

　　茨城県かすみがうら市牛渡2499番地１

５　定款に記載された目的

　･　この法人は，広く一般市民，特に高齢者に対して，カウンセリング事業，保健・福祉の増進を目的としたセミ

ナーの企画・開催に関する事業，介護保険法に基づく居宅介護支援事業を行い，身体面・精神面における保健・福

祉の増進を図り，以って広く公益に寄与することを目的とする。
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◉開発行為の工事完了

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の許可に係る開発行為について，次の区域の工事が完了したの

で，同法第36条第３項の規定により公告する。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　猿島郡五霞町大字釈迦字庚申前2505番１，2506番，2507番１，大字前林字釈迦内106番１

２　事業主の住所及び氏名

　　猿島郡五霞町大字前林112番地１

　　　髙　塚　信　男

◉道路の位置の指定

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号に規定する道路の位置を次のとおり指定した。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

指定番号 指定年月日
申　請　者

道 路 の 位 置
道路の幅員及び延長

氏　名 住　所 幅　員 延　長
南セ建指令 メートル メートル

第191号 平成25年11月25日 冨田　武彦 石岡市東石岡三丁目
４番15号

石岡市東石岡三丁目
3993番７ 6.25 44.09

◉入札公告

　県有財産（土地）の売払いに係る一般競争入札を次により行う。

　　　平成25年12月５日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　売払財産（土地）

物件

番号
土地の所在及び地番 公簿地目

公簿面積

（㎡）

予定価格

（円）

１ 鹿嶋市大字須賀字須賀台1249番146 雑種地 159 520,000

２ 鹿嶋市大字宮津台178番７ 雑種地 99 946,000

３ 鹿嶋市大字宮津台178番37 雑種地 150 956,000

４ 神栖市鰐川字鰐川25番155及び25番156 雑種地 197 727,000

５ 神栖市筒井字浪逆２番16 雑種地 719 1,550,000

６ 神栖市堀割一丁目600番49 雑種地 148 1,730,000

７ 神栖市砂山1357番74 雑種地 435 1,460,000

８ 神栖市砂山2726番22 雑種地 822 2,660,000

９ 神栖市太田字押揚402番28 雑種地 1,000 3,200,000

10 神栖市太田字押揚402番29 雑種地 465 1,450,000

２　一般競争入札に参加することができない者
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　　次のいずれかに該当する者は，この一般競争入札に参加することができない。

　⑴･　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当する当該入札に係る契約を締結す

る能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。

　⑵･　地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の３第１項の規定に該当する公有財産に関する事務に従事する県

の職員。

　⑶･　条例第２条第１号に規定する暴力団，同条第２号に規定する暴力団員，及び次に掲げる暴力団若しくは暴力団

員と社会的に非難されるべき関係を有する者。

　　ア　暴力団員が事業主又は役員となっている事業者

　　イ　暴力団員の内妻等が代表取締役を務めているが，実質的には当該暴力団員がその運営を支配している事業者

　　ウ　暴力団員であることを知りながら，その者を雇用・使用している者（事業者を含む。）

　　エ･　暴力団員であることを知りながら，その者と下請契約又は資材，原材料の購入契約等を締結している者（事

業者を含む。）

　　オ　暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者

　　カ･　役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している

者（事業者を含む。）

３　入札参加申込書の配布期間及び場所

　⑴　配布期間

　　･　平成25年12月５日（木）から平成25年12月24日（火）まで（土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。

　⑵　配布場所

　　　水戸市笠原町978番６

　　　茨城県企画部事業推進課

　　　電話　029－301－2756

４　入札参加申込書等の提出期間及び場所

　⑴　提出期間

　　　下記７に示す入札書の受領期限の25分前から10分前まで。

　⑵　提出場所

　　　神栖市大野原４丁目７番11号

　　　鹿島セントラルホテル　新館２階　竹の間

５　入札書の提出方法

　　入札書は，持参により提出すること。

６　入札書の提出及び開札の場所

　⑴　入札書の提出場所

　　　神栖市大野原４丁目７番11号

　　　鹿島セントラルホテル　新館２階　梅の間

　⑵　開札の場所

　　　神栖市大野原４丁目７番11号

　　　鹿島セントラルホテル　新館２階　梅の間

７　入札書の受領期限
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物件番号 日　　　時

１ 平成25年12月25日（水） 午前10時

２ 午前10時30分

３ 午前11時

４ 午前11時30分

５ 午前12時

６ 午後１時

７ 午後１時30分

８ 午後２時

９ 午後２時30分

10 午後３時

８　開札の日時

物件番号 日　　　時

１ 平成25年12月25日（水） 午前10時

２ 午前10時30分

３ 午前11時

４ 午前11時30分

５ 午前12時

６ 午後１時

７ 午後１時30分

８ 午後２時

９ 午後２時30分

10 午後３時

９　入札の無効

　･　上記２に示す入札に参加することができない者のした入札，入札心得書に定める入札に関する条件に違反した入

札及び茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号）第148条各号のいずれかに該当する場合の入札は，無効とする。

10　入札の回数

　　入札の回数は，１回とする。

11　落札者の決定方法

　　予定価格以上の有効な入札を行った者のうち最高額の入札を行った者を落札者とする。

12　入札保証金

　　入札参加者は，入札金額の100分の５以上の金額（１円未満切上げ）を，入札保証金として納付すること。

　･　入札参加者は，現金又は茨城県財務規則第139条第１項第３号に規定する有価証券（銀行振出し小切手に限

る。）により，上記７に示す入札書の受領期限の25分前から10分前までの間に，上記４⑵に示す場所において納付

すること。

　　なお，この入札保証金には，利子を付さない。

13　契約を締結しない場合における入札保証金の帰属

　･　落札者が県の指定した期日までに売買契約を締結しないときは，落札は無効となり，前記12の入札保証金は，県

に帰属する。
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14　契約の締結及び売買代金の支払

　･　落札者は，県の示す契約条項により県と売買契約を締結するとともに，売買代金を，県が発行する納入通知書に

より一括して，県の指定する日までに茨城県指定金融機関に納入するものとする。

15　説明会の日時及び場所

日　　時 場　　所

平成25年12月13日（金）午前11時
神栖市大野原４丁目７番11号　鹿島セントラルホテル新館２階　竹の

間
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